
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
廃
棄
物
対
策
課
）

一

告

示

�
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
高
松
市
及
び
香
川
郡
の
区
域
の
人
口
（
自
治
振
興
課
）

�
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
（
民
生
委
員
の
定
数
）
の
一
部
改
正

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共

済
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正

（
水

産

課
）

二

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定
の
変
更

（
建

築

課
）

�
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
変
更

（
会

計

課
）

三

公

告

�
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

（
農

政

課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
四
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
三
件
）

（

〃

）

四

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出

（

〃

）

六

�
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

（

〃

）

七

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
九
号

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
規
則
第
四
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
る
営
業
区
域
の
う
ち
の
一
部
の
営
業
区
域
が
高
松
市
に
編
入

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
係
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
則
で
定
め
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
編
入
さ
れ
る
日
以
後
、
当
該
編
入
さ
れ
る
日
の
条
例
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
一
条
第
三
号
に
掲

げ
る
区
域
に
当
該
編
入
さ
れ
る
営
業
区
域
が
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
香
川
郡
塩
江
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
高
松
市
に
編
入
す
る
こ
と
に

伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
高
松
市
の
人
口
及
び
同
令
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
香
川
郡
の
人
口
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

第７５号

平 成１７年

９月２６日（月曜日）

規

則

告

示

市
・
郡
の
名
称

人

口

高
松
市

三
三
六
、
五
○
五
人

香
川
郡

三
五
、
八
五
八
人

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
二
七
二
号
）

一



平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
（
民
生
委
員
の
定
数
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

「
塩

江

町

一
四

を

香

川

町

三
三
」

「
香

川

町

三
三
」
に
、

「
総

計

一
、
四
七
五
」
を

「
総

計

一
、
四
六
一
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の

設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

小
割
り
式
ひ
ら
め
養
殖
業
の
表
ひ
ら
め
第
二
八
七
加
入
区
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年

十
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

込
野
観
音
寺
線
（
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
五
十
四
年
六
月
一
日
指
道
第
十
号
（
香
川
県
告
示
第
一
三
六
号
）
で
行
っ
た
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
番
号

長
土
指
道

第
六
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日

三

指
定
道
路
の
位
置

変
更
前

大
川
郡
志
度
町
大
字
志
度
字
石
立
一
〇
五
二
―
一
及
び
一
〇
五
三
―
一

変
更
後

さ
ぬ
き
市
志
度
字
石
立
一
〇
五
二
―
一
、
一
〇
五
二
―
二
及
び
一
〇
五
三
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

変
更
前

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

変
更
後

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

ひ
ら
め
第
四
六
九
加
入
区

区
第
八
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ

Ｂ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｃ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ｃ
か
ら
真
方
位
一
八
〇
度
〇
〇
分
へ
の
方
向
線
と
喜
兵

衛
島
北
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
差
点
を
点
ｄ
と

し
（
以
下
同
じ
。
）
、
イ
ｃ
、
ｃ
ｄ
の
二
直
線
と
点
ｄ
か

ら
点
イ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ひ
ら
め
第
四
七
〇
加
入
区

区
第
八
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
Ｂ
ｃ
、

ｃ
ｄ
の
二
直
線
と
点
ｄ
か
ら
点
Ｂ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海

岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻
字
道
下
三
二
八

番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻
字
道
下
三
二
九

番
一
一
地
先
ま
で

前

六
・
五

〜
一
二
・
五

二
〇

自
転
車
歩
行

者
道
新
設
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

一
五
・
〇

〜
二
八
・
〇

二
〇

香

川

県

報

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
二
七
二
号
）

二



延
長

四
〇
・
二
二
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

住
所

高
松
市
寿
町
一
丁
目
三
番
六
号

二

氏
名

香
川
県
農
業
協
同
組
合

三

変
更
の
あ
っ
た
売
り
さ
ば
き
場
所

変
更
前

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
九
五
五

香
川
支
店

変
更
後

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
九
五
五

川
東
支
店

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
二
号

木
田
郡
牟
礼
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

二

成
果
の
名
称

１

木
田
郡
牟
礼
町
地
籍
図

２

木
田
郡
牟
礼
町
地
籍
簿

三

調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
牟
礼
の
一
部

四

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
九
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

公

告

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
前
田
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
池
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
額
池
地
区

〃

高
松
市
三
谷
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
大
神
宮
下
池
地
区

〃

高
松
市
十
河
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
沖
下
所
西
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
二
七
二
号
）

三



●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
光
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区

画
整
理
事
業
）
実
光
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
南
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。平

成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
郡

香
川
町
浅
野
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

�
橋

信
一

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
五
五
五
番
地
二

平
成
一
七
、
七
、
二
九

〃

�
橋

義
明

〃

〃

〃

三
二
七
番
地
三

〃

〃

御
厩

武
史

〃

〃

〃

四
九
番
地
三

〃

〃

土
居

義
市

〃

〃

〃

一
〇
八
三
番
地
一

〃

〃

中
原

政
幸

〃

〃

〃

一
四
四
六
番
地

〃

〃

渡
辺

利
治

〃

〃

〃

二
九
九
八
番
地

〃

〃

東
原

義
美

〃

〃

〃

三
三
三
四
番
地

〃

〃

松
本

照
雄

〃

〃

〃

二
七
六
二
番
地
一

〃

〃

妹
尾

唯
義

〃

〃

〃

一
八
六
一
番
地
二

〃

〃

十
河

幸

〃

〃

〃

三
五
〇
七
番
地

〃

監

事

�
川

忠
義

〃

〃

〃

二
九
七
七
番
地

〃

〃

向
井

正
義

〃

〃

〃

一
九
九
九
番
地
一

〃

〃

上
原

勉

〃

〃

〃

一
五
五
九
番
地
二

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
古
高
松
土
地

改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
大
谷
園
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

高
松
市
十
河
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
本
村
二
号
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
沖
川
西
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
北
下
所
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

大
窪
池
土
地
改
良

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

丸
亀
市
飯
山
市
民

区

大
窪
池
水
路
地
区

総
合
セ
ン
タ
ー

楠
見
池
土
地
改
良

区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

楠
見
池
水
路
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
二
七
二
号
）

四



理

事

�
橋

信
一

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
五
五
五
番
地
二

平
成
一
七
、
七
、
三
〇

〃

�
橋

義
明

〃

〃

〃

三
二
七
番
地
三

〃

〃

御
厩

武
史

〃

〃

〃

四
九
番
地
三

〃

〃

上
原

勉

〃

〃

〃

一
五
五
九
番
地
二

〃

〃

中
原

政
幸

〃

〃

〃

一
四
四
六
番
地

〃

〃

東
原

義
美

〃

〃

〃

三
三
三
四
番
地

〃

〃

�
川

忠
義

〃

〃

〃

二
九
七
七
番
地

〃

〃

松
本

照
雄

〃

〃

〃

二
七
六
二
番
地
一

〃

〃

土
居

優

〃

〃

〃

一
一
二
一
番
地
一

〃

〃

藤
本

正
樹

〃

〃

〃

一
八
六
五
番
地
二

〃

〃

岡
田

光
春

〃

〃

〃

二
一
七
四
番
地
二

〃

〃

萬
藤

稔

〃

〃

〃

二
九
〇
〇
番
地
一

〃

監

事

向
井

正
義

〃

〃

〃

一
九
九
九
番
地
一

〃

〃

中
條

勉

〃

〃

〃

二
三
六
番
地
一

〃

〃

溝
渕

誠

〃

〃

〃

二
九
七
三
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

一
宮
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

二
川

邦
男

高
松
市
成
合
町
一
六
一
番
地

平
成
一
七
、
五
、
三
一

〃

前
田

繁
夫

〃

〃

一
二
三
一
番
地
一

〃

〃

三
笠

輝
彦

〃

一
宮
町
一
七
二
二
番
地
一

〃

〃

豊
島

誠

〃

〃

七
五
三
番
地
一

〃

〃

安
野

稔

〃

〃

一
四
〇
七
番
地

〃

〃

加
藤

俊
一

〃

〃

二
八
九
番
地
二

〃

〃

山
本

長
榮

〃

〃

一
一
七
〇
番
地
八

〃

〃

森

重
治

〃

鹿
角
町
四
番
地

〃

〃

造
田

繁
信

〃

〃

三
八
五
番
地
二

〃

〃

三
浦

正
信

〃

〃

一
三
六
番
地
二

〃

〃

安
倍

學

〃

寺
井
町
八
二
五
番
地
一

〃

〃

野
口

延
夫

〃

〃

一
二
四
四
番
地

〃

〃

酒
井

満

〃

〃

二
七
五
番
地

〃

〃

日
下

豊

〃

三
名
町
一
六
五
番
地

〃

〃

中
山

昭
五

〃

〃

五
九
三
番
地
一

〃

監

事

森
上

重
行

〃

成
合
町
三
六
七
番
地
二

〃

〃

寒
川

利
徳

〃

一
宮
町
一
八
〇
六
番
地
四

〃

〃

井
上

義
春

〃

三
名
町
四
四
二
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

細
川

光
雄

高
松
市
成
合
町
八
一
番
地
二

平
成
一
七
、
六
、
一

〃

前
田

繁
夫

〃

〃

一
二
三
一
番
地
一

〃

〃

三
笠

輝
彦

〃

一
宮
町
一
七
二
二
番
地
一

〃

〃

河
合

正
治

〃

〃

一
四
三
〇
番
地

〃

〃

一
宮

信
尋

〃

〃

六
三
五
番
地

〃

〃

上
砂

正
義

〃

〃

七
八
番
地

〃

〃

島
田

政
吉

〃

〃

六
九
一
番
地
二

〃

〃

森

重
治

〃

鹿
角
町
四
番
地

〃

〃

造
田

繁
信

〃

〃

三
八
五
番
地
二

〃

〃

三
浦

正
信

〃

〃

一
三
六
番
地
二

〃

〃

酒
井

滿

〃

寺
井
町
二
七
五
番
地

〃

〃

野
口

延
夫

〃

〃

一
二
四
四
番
地

〃

〃

松
本

清
美

〃

〃

五
六
四
番
地

〃

〃

中
山

昭
五

〃

三
名
町
五
九
三
番
地
一

〃

香

川

県

報

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
二
七
二
号
）

五



〃

日
下

豊

〃

〃

一
六
五
番
地

〃

監

事

森
上

重
行

〃

成
合
町
三
六
七
番
地
二

〃

〃

寒
川

利
�

〃

一
宮
町
一
八
〇
六
番
地
四

〃

〃

井
上

義
春

〃

三
名
町
四
四
二
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市

府
中
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

松
本

重
信

坂
出
市
府
中
町
五
〇
八
二
番
地
三

平
成
一
七
、
八
、
二
九

〃

平
田

正
幸

〃

〃

六
八
四
番
地

〃

〃

松
井

正

〃

〃

七
四
二
番
地

〃

〃

本
条

安
則

〃

〃

八
六
八
番
地
六

〃

〃

松
本

修

〃

〃

一
七
五
一
番
地

〃

〃

石
井

孝
典

〃

〃

一
一
七
九
番
地
一

〃

〃

大
林

晴
夫

〃

〃

一
一
二
二
番
地
三

〃

〃

池
内

弘

〃

〃

二
〇
五
七
番
地
四

〃

〃

奥
野

庄
一

〃

〃

三
四
四
八
番
地
二

〃

〃

福
�

義
昭

〃

〃

四
四
四
八
番
地

〃

〃

木
村

義
雄

〃

〃

六
〇
二
五
番
地

〃

監

事

�
谷

義
信

〃

〃

一
四
六
〇
番
地

〃

〃

尾
�

好
則

〃

〃

三
八
四
番
地

〃

〃

石
�

秀
雄

〃

〃

六
一
九
九
番
地
一
八
八

〃

〃

�
木

	
男

〃

〃

五
四
九
六
、
五
四
九
八
番
地
一

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

松
井

正

坂
出
市
府
中
町
七
四
二
番
地

平
成
一
七
、
八
、
二
九

〃

谷
口

好
直

〃

〃

五
八
五
番
地

〃

〃

平
田

正
幸

〃

〃

六
八
四
番
地

〃

〃

荒
井

時
夫

〃

〃

八
一
八
番
地
二

〃

〃

松
本

仁

〃

〃

一
五
七
七
番
地
一
六

〃

〃

�
田

幸
市

〃

〃

一
二
三
二
番
地
四

〃

〃

青
海

隆



〃

〃

一
一
三
〇
番
地

〃

〃

池
内

弘

〃

〃

二
〇
五
七
番
地
四

〃

〃

高
�

忠
美

〃

〃

三
〇
三
一
番
地

〃

〃

福
�

義
昭

〃

〃

四
四
四
八
番
地

〃

〃

松
本

光

〃

〃

四
九
六
五
番
地
一

〃

〃

�
木

	
男

〃

〃

五
四
九
六
、
五
四
九
八
番
地
一

〃

監

事

尾
�

好
則

〃

〃

三
八
四
番
地

〃

〃

細
谷

秀
樹

〃

〃

一
四
六
〇
番
地

〃

〃

石
�

秀
雄

〃

〃

六
一
九
九
番
地
一
八
八

〃

〃

森

紀
之

〃

〃

五
九
五
三
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

郡
家
町
領
家
重
元
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

西
風

�
義

丸
亀
市
郡
家
町
一
二
二
七
番
地

平
成
一
七
、
四
、
一

〃

西
風

裕

〃

〃

一
九
〇
三
番
地
三

〃

〃

重
成

哲
雄

〃

〃

一
九
五
七
番
地
二

〃

〃

�
畠

一
�

〃

〃

二
一
二
二
番
地
二

〃

香

川

県

報

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
二
七
二
号
）

六



〃

和
泉

重
美

〃

〃

一
六
九
五
番
地

〃

〃

西
風

正
幸

〃

〃

一
三
一
三
番
地

〃

〃

岡
田

徹

〃

〃

一
三
五
〇
番
地

〃

監

事

白
川

英
治

〃

〃

一
六
八
六
番
地
三

〃

〃

宮
武

正
文

〃

〃

二
五
〇
五
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地

区

名

工
事
完
了
年
月
日
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古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。

http : //www.pref.kagawa.jp/
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